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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（１）基材フィルムと、（２）その基材フィルムの片側表面上の一部領域に設けた剥離
剤層と、（３）非接触データキャリア要素を包埋して含み、前記剥離剤層の全体を完全に
覆いながら前記基材フィルムの前記片側表面上に設けた接着性包埋層とを含む非接触デー
タキャリアラベルであって、
前記接着性包埋層において前記非接触データキャリア要素を包埋して含んでいる部分が、
前記剥離剤層を覆っている剥離性部分と、前記剥離剤層を覆っていない非剥離性部分との
両方に実質的にまたがっており、かつ、前記接着性包埋層において前記剥離性部分と前記
非剥離性部分との境界部分にスリットを設けていることを特徴とする、前記の非接触デー
タキャリアラベル。
【請求項２】
　前記接着性包埋層が、前記剥離性部分と前記非剥離性部分との境界部分で破壊される、
請求項１に記載の非接触データキャリアラベル。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、剥離破壊型の非接触データキャリアラベルに関する。本発明による非接触デー
タキャリアラベルは、それを貼付して使用している際に無理に剥離すると、その内部に包
埋されている非接触データキャリア要素が破壊される構造を有しているので、剥離後の再
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使用が不可能であり、従って非接触データキャリア要素に格納されているデータの改ざん
などの不正使用を有効に防止することができる。
【０００２】
【従来の技術】
近年、非接触データキャリアシステムが普及している。このシステムは、被着体（例えば
、プラスチック製カード、自動車あるいは物流品）に取付けられているデータキャリア（
応答器）と、インテロゲータ（質問器）とから構成され、データキャリアとインテロゲー
タとの間で、非接触状態で情報交信が行われる。非接触データキャリアシステムの利用分
野としては、例えば、各種交通機関の定期券、各種機関や企業における入出管理、あるい
は物品の物流管理がある。こうした分野では、小型化したデータキャリアを用いて、非接
触状態でデータの確認及び更新を行うことが望まれている。
小型化データキャリアの１例として、接着剤によって被着体に貼付するラベル化データキ
ャリアがある。このラベル化データキャリア、すなわち非接触データキャリアラベルは、
保護剥離紙から剥がして被着体へ貼付する作業が容易である点で極めて有利であるが、被
着体に貼付されている状態からの剥離も簡単なので、使用済ラベルの不正な再使用や、デ
ータ改ざん後の不正な再使用などの不正使用の危険性がある。従って、前記のような剥離
の容易性を悪用した不正使用を防止することのできる非接触データキャリアラベルが望ま
れている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
前記のような不正使用を防止する有効な手段の１つは、被着体に貼付されている状態の非
接触データキャリアラベルを被着体から剥離すると、その剥離動作によってデータキャリ
アとしての機能も同時に破壊される構造をもたせることである。
従って、本発明の課題は、被着体に貼付されている状態の非接触データキャリアラベルを
被着体から剥離すると、そのラベルに包埋されている非接触データキャリア要素が、その
剥離動作によって破壊され、データキャリアとしての機能も同時に破壊される構造をもつ
剥離破壊型の非接触データキャリアラベルを提供することにある。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　前記の課題は、本発明による
（１）基材フィルムと、（２）その基材フィルムの片側表面上の一部領域に設けた剥離剤
層と、（３）非接触データキャリア要素を包埋して含み、前記剥離剤層の全体を完全に覆
いながら前記基材フィルムの前記片側表面上に設けた接着性包埋層と
を含む非接触データキャリアラベルであって、
前記接着性包埋層において前記非接触データキャリア要素を包埋して含んでいる部分が、
前記剥離剤層を覆っている剥離性部分と、前記剥離剤層を覆っていない非剥離性部分との
両方に実質的にまたがっており、かつ、前記接着性包埋層において前記剥離性部分と前記
非剥離性部分との境界部分にスリットを設けていることを特徴とする、前記の非接触デー
タキャリアラベルによって解決することができる。
【０００５】
【発明の実施の形態】
本発明による非接触データキャリアラベルの１態様を図１及び図２に示す。
図１は、本発明による非接触データキャリアラベル１を保護剥離紙（図示せず）から剥離
した後、被着体である物流品１０の表面に貼付した状態を示す断面図である。なお、この
図１も含めて、本明細書に添付した各断面図は、本発明による非接触データキャリアラベ
ル１の層状構造を説明することが主な目的であるので、各層の厚さを誇張して示している
。また、図２は、図１に示す本発明の非接触データキャリアラベル１の一部を切り欠いて
示す平面図である。
【０００６】
図１及び図２に示すように、本発明の非接触データキャリアラベル１は
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（１）基材フィルム２と、
（２）その基材フィルム２の片側表面上の一部領域に設けた剥離剤層３と、
（３）前記剥離剤層３の全体を完全に覆いながら前記基材フィルム２の前記片側表面上に
設けた接着性包埋層４と
からなる。また、前記接着性包埋層４は、接着剤４ａの内部に非接触データキャリア要素
５を包埋して含んでおり、接着剤４ａと接触データキャリア要素５とからなる。
【０００７】
基材フィルム２は、剥離剤層３及び接着性包埋層４の支持体であると共に、本発明の非接
触データキャリアラベル１を、例えば、物流品１０の表面に貼付した場合に、表面保護層
として作用する。この基材フィルム２は、その片側表面（剥離剤層－接着性包埋層設置面
）上の一部領域のみに剥離剤層３を設ける。また、この基材フィルム２の前記片側表面に
は、前記剥離剤層３の全体を完全に覆う接着性包埋層４が設けられている。従って、基材
フィルム２の前記片側表面（剥離剤層－接着性包埋層設置面）は、剥離剤層３と接触して
接着性包埋層４の接着剤４ａとは接触しない領域（剥離性領域）と、剥離剤層３と接触せ
ずに接着性包埋層４の接着剤４ａと接触している領域（非剥離性領域）とからなる。基材
フィルム２の前記片側表面が、剥離性に関して前記のような２つの領域に区分されるので
、基材フィルム２の前記片側表面上に設けられている前記の接着性包埋層４も、それらの
剥離性領域及び非剥離性領域に対応して、それぞれ剥離性部分２１と非剥離性部分２２と
に区分される。前記の接着性包埋層４は、本発明の非接触データキャリアラベル１を、例
えば、物流品１０の表面に貼付することができる程度に設ける必要があるので、一般的に
は基材フィルム２の前記片側表面（剥離剤層－接着性包埋層設置面）の全面に設けられて
いる。なお、前記接着性包埋層としては、前記非接触データキャリア要素を樹脂で包埋し
た後、その包埋体の両側に接着剤層を設け、一方の接着剤層を基材フィルムに貼着して形
成することもでき、他方の接着剤層によって、物流品などの表面に貼付して用いることが
できる。
【０００８】
前記非接触データキャリア要素５は、例えば、半導体素子５１と、アンテナ回路５２と、
それら両者を接続するリード線５３とからなることができる。この非接触データキャリア
要素５は、前記剥離性部分２１と、前記非剥離性部分２２との両方にまたがった状態で前
記接着性包埋層４の内部に包埋されている。例えば、図１及び図２に示すように、半導体
素子５１を剥離性部分２１に配置し、アンテナ回路５２を非剥離性部分２２に包埋して配
置することができる。なお、図２は、図１に示す本発明の非接触データキャリアラベル１
の接着性包埋層４の一部（接着剤部分４ａの一部）を切り欠いて、接着性包埋層４の側か
ら見た平面図であり、接着性包埋層４の内部に包埋されている前記非接触データキャリア
要素５の一部及び剥離剤層３の一部を破線によって示す。
【０００９】
図１に示す本発明の非接触データキャリアラベル１を、物流品１０の表面から剥離するた
めに力を加えると、前記剥離性部分２１では、前記基材フィルム２の前記片側表面（剥離
剤層－接着性包埋層設置面）と剥離剤層３との間で簡単に剥離が起きる（なお、物流品１
０の表面から無理に剥離するこうした行為を、以下に「不正剥離」と称することがある）
。一方、前記非剥離性部分２２では、前記基材フィルム２の前記片側表面（剥離剤層－接
着性包埋層設置面）と接着性包埋層４との間では剥離が起きず、接着性包埋層４と物流品
１０の表面との間で剥離が起きる。従って、図３に示すように、非接触データキャリアラ
ベル１を、物流品１０の表面から強引に剥離（不正剥離）しようとすると、前記剥離性部
分２１は物流品１０の表面側に残ろうとし、前記非剥離性部分２２は前記基材フィルム２
の表面側に残ろうとするので、接着性包埋層４の内部が破壊される。その結果、接着性包
埋層４の内部に包埋されている非接触データキャリア要素５も、リード線５３で切断され
、半導体素子５１は物流品１０の表面側に残り、アンテナ回路５２は基材フィルム２と共
に剥離される。こうしてリード線５３が切断されるまで不正剥離した非接触データキャリ
アラベル１を、再度同じ箇所に貼付してリード線５３を再度接続させることは実際的に不
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可能であるため、前記の不正剥離操作によって、本発明の非接触データキャリアラベル１
は非接触データキャリアとしての機能を完全に破壊される。
【００１０】
基材フィルムと剥離剤層との組合せ、更にはそれらと接着性包埋層の接着剤との組合せを
適宜選択することにより、前記の不正剥離の際に、剥離剤層と接着性包埋層との間で剥離
を起こすこともできる。この場合も、非剥離性部分では、接着性包埋層と物流品表面との
間で剥離が起きるので、非接触データキャリア要素は破壊される。
【００１１】
本発明の非接触データキャリアラベルに用いることのできる基材フィルムを構成する材料
は、剥離剤層及び接着剤層の支持体であると共に、表面保護層として作用することのでき
る材料である限り、特に限定されず、例えば、紙フィルム若しくはシート、天然若しくは
合成繊維材料（例えば、織編物布、又は不織布）フィルム若しくはシート、あるいは合成
樹脂フィルム若しくはシートであることができる。合成樹脂としては、ポリエチレン、ポ
リプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン、ポリエステル、ポリ酢酸ビニル、ポリブ
テン、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリアクリル酸エステル、ポリメタクリル酸
エステル、ポリビニルアルコール、ポリビニルホルマール、ポリビニルブチラール、ポリ
アクリロニトリル、ポリイミド、ポリカーボネート、ポリアミド、エチレン－酢酸ビニル
共重合体、エチレン－アクリル酸エステル共重合体、ポリビニルアセタール、エチルセル
ロース、トリ酢酸セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、又はアクリロニトリルブ
タジエンスチレン共重合体などの各種樹脂を挙げることができる。
【００１２】
本発明の非接触データキャリアラベルにおいて、剥離剤層は、公知の剥離性樹脂を塗布し
て形成することができる。剥離性樹脂としては、例えば、シリコーン樹脂、ポリアミド樹
脂、ワックス、（メタ）アクリル酸高級アルコールエステル、又は高級脂肪酸エステル等
を挙げることができる。
【００１３】
本発明の非接触データキャリアラベルにおいて、接着剤と非接触データキャリア要素とか
らなる前記接着性包埋層を構成する接着剤としては、公知の感圧性接着剤又は感熱性接着
剤の他、通常の接着剤を用いることができる。具体的には、アクリル系樹脂、ウレタン樹
脂、天然ゴム、合成ゴム、シリコーン樹脂、ポリオレフィン樹脂、ポリエステル樹脂、又
はエチレン－酢酸ビニル共重合体等を主成分とする感圧性あるいは感熱性接着剤；あるい
は、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂、アルキッド樹脂、イソシアナート化
合物、又は、水酸基やグリシジル基、不飽和結合等を含有する低分子アクリル化合物やビ
ニル化合物等の硬化成分を含み、熱、紫外線若しくは電子線等で硬化する硬化型接着剤を
挙げることができるが、非接触データキャリア要素を包埋し、基材フィルムに接着するこ
とのできるものである限り、これらに限定されるものではない。
更に必要に応じて、接着剤の接着力を向上させる目的で、粘着付与剤を添加することがで
きる。粘着付与剤は特に限定されず、例えば、ロジン、テルペン、フェノール、又はキシ
レン樹脂などを挙げることができる。また、光吸収剤、熱安定剤、柔軟剤又はフィラーな
どを添加することができる。
【００１４】
本発明の非接触データキャリアラベルにおいて用いることのできる非接触データキャリア
要素は、前記の不正剥離の際にその一部を切断破壊することのできる構造を有する限り特
に限定されない。なお、本明細書において、非接触データキャリア要素を包埋して含んで
いる前記接着性包埋層の部分が、前記剥離性部分と、前記非剥離性部分との両方に「実質
的に」またがっているとは、前記の不正剥離の際にその一部を切断破壊することのできる
態様で、前記剥離性部分と前記非剥離性部分との両方にまたがっていることを意味する。
前記の不正剥離の際に切断破壊される部分は、前記のリード線に限定されず、例えば、ア
ンテナ回路、あるいは半導体素子の部分で切断破壊させることもできる。
【００１５】
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本発明の好ましい態様においては、前記の不正剥離の際に破壊される場所をより正確に規
定するために、前記接着性包埋層にスリットを設けることができる。スリットは、それを
前記剥離性部分と前記非剥離性部分との境界部分に設けることにより、境界部分に破壊さ
れ易い構造を故意に形成し、不正剥離操作の際に、その部分から前記接着性包埋層の破壊
が発生するように制御する目的で設ける。例えば、図４及び図５に示すように、接着性包
埋層４の非剥離性部分２２の境界部分に切り込みを入れた１以上のスリット６を、剥離性
部分２１の周囲に設けることができる。なお、図４は、図１と同様に、本発明による非接
触データキャリアラベル１を物流品１０の表面に貼付した状態を示す断面図であり、図５
は、図２と同様に、図４に示す非接触データキャリアラベル１の一部を切り欠いて示す平
面図である（接着性包埋層４を切り込んだ部分に存在するスリット６を破線で示す）。ス
リットは、連続的な帯状であることもできるが、不連続な破線状の複数個のスリットを設
けるのが好ましい。
【００１６】
図４及び図５に示すように１以上のスリット６を剥離性部分２１の周囲に設けた本発明に
よる非接触データキャリアラベル１に対して不正剥離を行うと、接着性包埋層４の強度が
スリット６の部分で弱くなっているため、スリット６を設けた部分から簡単に破壊が発生
し、剥離性部分２１と非剥離性部分２２とを分離破壊することができる。
【００１７】
スリットは、図４に示すように、接着性包埋層を貫通して基材フィルム表面にまで達して
いることもできるが、接着性包埋層の途中まで延びるだけで、基材フィルム表面にまで達
していないこともできる。また、スリットを、図５に示すように、剥離性部分２１の外周
部の全体に設けることができるが、剥離性部分２１の隣接部の一部にのみ設けることもで
きる。その場合には、非接触データキャリア要素において切断すべき部分の近辺に設ける
のが好ましい。なお、スリットを形成する場合には、そのスリットそれ自体によって非接
触データキャリア要素を破壊しないように注意する必要がある。また、剥離性部分の外周
部の全体にスリットを設ける場合には、不連続状のスリットを複数個設けるのが好ましい
。
【００１８】
本発明による非接触データキャリアラベルは、種々の方法で製造することができる。例え
ば、基材フィルムの片側表面の一部領域に剥離剤を塗布し、乾燥させて剥離剤層を形成し
、続いて、前記剥離剤層の全体を完全に覆いながら前記基材フィルムの前記片側表面上に
接着性包埋層を積層して接着する。本発明による非接触データキャリアラベルを使用する
までは、接着性包埋層の表面に剥離シートを貼付して保護することが好ましい。
【００１９】
本発明の非接触データキャリアラベルで用いる接着性包埋層も種々の方法で形成すること
ができる。例えば、基材フィルムの片側表面の一部領域に剥離剤層を設けた後で、その上
から接着剤を塗布あるいは貼合し、非接触データキャリア回路をその接着剤層内部に埋没
させることによって接着性包埋層を形成することができる。
また、基材フィルムの片側表面の一部領域に剥離剤層を設けた後で、その上から接着剤を
塗布あるいは貼合し、非接触データキャリア回路を接着剤層に貼合した後、更にその上か
ら接着剤を塗布あるいは貼合させることによって接着性包埋層を形成することもできる。
更に、非接触データキャリア回路をあらかじめ合成樹脂シート中に埋没させて、非接触デ
ータキャリア要素を包埋した樹脂層を作成しておき、一方で、基材フィルムの片側表面の
一部領域に剥離剤層を設けた後で、その上から接着剤を塗布あるいは貼合し、前記の非接
触データキャリア要素を包埋した樹脂層を貼合した後、更にその上から接着剤を塗布ある
いは貼合させることによって接着性包埋層を形成することもできる。
更にまた、基材フィルム上に設けられた前記の各種接着性包埋層に、必要に応じて任意の
形状に加工した打ち抜き刃を用いてスリットを設けることもできるが、接着性包埋層を剥
離シート上に形成させた後、任意の形状に加工した打ち抜き刃を用いてスリットを設けた
後に、片側表面の一部領域に剥離剤層を設けた基材フィルムと貼合し、本発明にかかわる
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非接触データキャリアラベルを製造することもできる。
【００２０】
なお、非接触データキャリア回路は、あらかじめ織布若しくは不織布シートに貼着するか
あるいは２枚の織布若しくは不織布シートの間に挟みこむことによって非接触データキャ
リア要素を含む織布積層体あるいは不織布積層体として使用してもよい。
【００２１】
本発明の非接触データキャリアラベルを製造するには、例えば、基材フィルムの片側表面
の一部領域に剥離剤層を印刷した後で、非接触データキャリア要素を構成するアンテナ及
びリード線を導電性インキで印刷加工して形成し、続いてその上から半導体チップを実装
し、更にその上から接着剤を塗布あるいは貼合して接着包埋層を形成することもできる。
アンテナ及びリード線を印刷する際に用いる導電性インキは特に限定されず、例えば、金
、銀、銅、アルミニウム、ニッケル、若しくは錫などの金属や、炭素、ガラスビーズやプ
ラスチックの表面を金属、合金あるいは酸化金属で被覆したもの、ポリアニリンやポリピ
ロールをはじめとする導電性高分子、あるいは導電性高分子に金属をドープさせた導電性
微粉末を樹脂に分散させたものを用いることができる。これらのアンテナ及びリード線に
半導体チップを実装する方法としては、公知の工法、例えば、ワイヤボンディング法、ハ
ンダによる接合、導電性樹脂による接合、又はフリップチップボンディングなどを用いる
ことができる。
【００２２】
本発明による非接触データキャリアラベルは、非接触データキャリアシステムにおける任
意の被着体に、データキャリア（応答器）として貼付して用いることができる。例えば、
物流品表面への貼付用ラベルとして用いたり、あるいは、プラスチック製カード表面に貼
付して、各種交通機関の定期券としたり、各種機関や企業における入出管理カードとする
ことができる。
【００２３】
本発明による非接触データキャリアラベルにおいて、接着性包埋層に含まれる接着剤の接
着力は、基材フィルムの表面の性質、使用する剥離剤層の剥離性能、及び目的とする貼付
対象の表面の性質、更には接着性包埋層中のスリットの有無などを考慮して、本発明の目
的を達成することができる範囲内で、適宜決定することができる。
本発明者が見出したところによれば、例えば、基材フィルムとしてポリエチレンテレフタ
レート樹脂を用い、剥離剤としてシリコーン樹脂を用い、そして目的とする貼付対象が特
定されない汎用の非接触データキャリアラベルであって、接着性包埋層にスリットを設け
ない場合においては、接着性包埋層に含まれる接着剤の接着力が、１７００ｇ／２５ｍｍ
以上であることが好ましい。また、前記と同様の非接触データキャリアラベルであって、
接着性包埋層にスリットを設ける場合においては、接着性包埋層に含まれる接着剤の接着
力は、７００ｇ／２５ｍｍ以上であることが好ましい。ここで、接着剤の接着力は、後記
実施例１（２）に記載の方法で測定した数値である。
【００２４】
本発明による非接触データキャリアラベルにおいては、不正剥離が行われた場合に、その
ことを視覚的に識別可能にするために、視覚的確認手段を設けることもできる。例えば、
透明又は半透明の基材フィルムの片側表面上の一部領域に透明又は半透明の剥離剤層を設
けた後、その剥離剤層の上に接着性包埋層を設ける前に、前記の剥離剤層を完全に覆うと
共に前記基材フィルムの前記片側表面の全面を覆う印刷インキ層あるいは金属蒸着膜を設
け、その後で、前記印刷インキ層あるいは金属蒸着膜の全面に接着性包埋層を設けること
ができる。こうした印刷インキ層あるいは金属蒸着膜を有する非接触データキャリアラベ
ルを物流品に貼付した後に不正剥離を行うと、前記印刷インキ層あるいは金属蒸着膜が基
材フィルム側と物流品側とに分離され、こうして分離された両者を再度貼付することは不
可能なので、不正剥離を視覚的に識別することができる。このような視覚的確認手段とし
ては、その他の公知の手段を適宜利用することができる。
【００２５】
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【実施例】
以下、実施例によって本発明を具体的に説明するが、これらは本発明の範囲を限定するも
のではない。
【実施例１】
（１）感圧性接着剤の調製
アクリル酸ブチルエステル／アクリル酸エチルエステル／アクリル酸ヒドロキシエチルエ
ステルの共重合体（重量平均分子量＝２５万）からなる感圧性接着剤組成物１００ｇに、
酢酸エチル１５０ｇを加え、感圧性接着剤溶液とした。
（２）接着力の測定
前記実施例１（１）で調製した感圧性接着剤の接着力は、ＪＩＳ　Ｚ　Ｏ２３７、８．３
．１　１８０度引きはがし法に基づいて測定した。前記実施例１（１）に記載の接着剤溶
液を接着力測定用基材として用意したポリエチレンテレフタレートフィルム（厚さ＝５０
μｍ）に、ドクターブレードを用いて塗布し、１００℃の恒温槽に１０分間投入して乾燥
させた。このフィルムに塗布された感圧性接着剤の厚さは２５μｍであった。この感圧性
接着剤の塗布されたフィルムを、２５ｍｍ幅に裁断し、ステンレス鋼板に貼付した。２４
時間放置した後、１８０゜方向に剥離させた場合の接着力を測定したところ、接着力は２
２００ｇ／２５ｍｍであった。
【００２６】
（３）非接触データキャリアラベルの調製
基材フィルムであるポリエチレンテレフタレートフィルム（縦＝６ｃｍ，横＝９ｃｍ，厚
さ＝５０μｍ）の片側表面上において、その一短辺側の端部から１ｃｍ内側の部分に、ス
クリーン印刷で直径１．８ｃｍの円状にシリコーン樹脂を１μｍの厚さで塗布し、１４０
℃の恒温槽に１分間入れ、硬化させて剥離剤層を形成した。この上に、前記実施例１（１
）で調製した接着剤溶液を、ドクターブレードによって塗布し、１００℃の恒温槽に１０
分間投入し、乾燥させた。このフィルムに塗布された感圧性接着剤の厚さは２０μｍであ
った。続いて、太さ２０μｍの銅からなるアンテナコイルに、ＩＣチップの端子部を圧着
させて非接触データキャリア回路を作成し、接着剤面に貼合した。この際、ＩＣチップの
部分が、先に基材フィルムに設けた剥離剤層の部分に重なるように位置を合わせた。
一方、片側全表面をシリコーン樹脂により剥離処理したポリエチレンテレフタレートフィ
ルム（縦＝６ｃｍ，横＝９ｃｍ，厚さ＝５０μｍ）上に、前記実施例１（１）で調製した
接着剤溶液をドクターブレードを用いて塗布し、１００℃の恒温槽に１０分間投入し、乾
燥させた。この全面剥離処理フィルムに塗布された感圧性接着剤の厚さは２０μｍであっ
た。この全面剥離処理フィルムの接着剤面と、先に調製した回路載置フィルム上の非接触
データキャリア回路面とを貼合し、非接触データキャリアラベルを製造した。この非接触
データキャリアラベルについて、非接触送受信試験を行ったところ、正常に送受信を行う
ことを確認した。
【００２７】
（４）不正剥離試験
前記実施例１（３）において作成した非接触データキャリアラベルから全面剥離処理フィ
ルムをはがし、接着剤面をフロートガラスに貼付した。２４時間放置した後、フロートガ
ラスから非接触データキャリアラベルを剥離する不正剥離操作を行った。前記の接着剤層
の内、剥離性部分が直径１．８ｃｍの円状にフロートガラス上にＩＣチップと共に残留し
、それ以外の非剥離性部分は、ポリエチレンテレフタレートフィルムと共にフロートガラ
スから剥離された。その不正剥離操作に伴い、アンテナコイルとＩＣチップ部分とが物理
的に切断された。
この不正剥離操作を行った後の非接触データキャリアラベルについて、非接触送受信試験
を行ったところ、送受信を行うことはできなかった。
【００２８】
【実施例２】
（１）感圧性接着剤の調製
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前記実施例１（１）で調製した感圧性接着剤溶液を用いた。
（２）非接触データキャリアラベルの調製
基材フィルムであるポリエチレンテレフタレートフィルム（縦＝６ｃｍ，横＝９ｃｍ，厚
さ＝５０μｍ）の片側表面上において、その一短辺側の端部から１ｃｍ内側の部分に、ス
クリーン印刷で直径１．８ｃｍの円状にシリコーン樹脂を１μｍの厚さで塗布し、１４０
℃の恒温槽に１分間入れ、硬化させて剥離剤層を形成した。この上に、前記実施例１（１
）で調製した接着剤溶液をドクターブレードによって塗布した。続いて、太さ２０μｍの
銅からなるアンテナコイルにＩＣチップの端子部を圧着させて非接触データキャリア回路
を作成し、先に塗布した接着剤溶液に埋没させた。この際、ＩＣチップの部分が、先に基
材フィルムに設けた剥離剤層の部分に重なるように位置を合わせた後、１００℃の恒温槽
に１５分間投入し、非接触データキャリアラベルを製造した。この非接触データキャリア
に塗布された感圧性接着剤の厚さは６０μｍであった。この非接触データキャリアラベル
について、非接触送受信試験を行ったところ、正常に送受信を行うことを確認した。
【００２９】
（３）不正剥離試験
前記実施例２（２）において作成した非接触データキャリアラベルの接着剤面をフロート
ガラスに貼付した。２４時間放置した後、フロートガラスから非接触データキャリアラベ
ルを剥離する不正剥離操作を行った。前記の接着剤層の内、前記の剥離性部分が直径１．
８ｃｍの円状にフロートガラス上にＩＣチップと共に残留し、それ以外の非剥離性部分は
、ポリエチレンテレフタレートフィルムと共にフロートガラスから剥離された。その不正
剥離操作に伴い、アンテナコイルとＩＣチップ部分とが物理的に切断された。
この不正剥離操作を行った後の非接触データキャリアラベルについて、非接触送受信試験
を行ったところ、送受信を行うことはできなかった。
【００３０】
【実施例３】
（１）感圧性接着剤の調製
　前記実施例１（１）で調製した感圧性接着剤を用いた。
（２）非接触データキャリアラベルの調製
　アクリル酸エチルエステル／メタクリル酸メチルエステル／アクリル酸ヒドロキシエチ
ルエステルの共重合体（重量平均分子量＝１０万）からなる樹脂組成物１００ｇに、塩化
メチレン１００ｇを加え、非接触データキャリアラベルの包埋用樹脂溶液とした。片側全
表面をシリコーン樹脂により剥離処理したポリエチレンテレフタレートフィルム（縦＝６
ｃｍ，横＝９ｃｍ，厚さ＝５０μｍ）上に、前記の樹脂溶液をドクターブレードによって
塗布した。
　この全面剥離処理フィルムに塗布された樹脂溶液に、非接触データキャリア要素（太さ
２０μｍの銅からなるアンテナコイルにＩＣチップの端子部を圧着させて製造）を埋没さ
せた後、６０℃の恒温槽に１０分間投入して、乾燥させた。続いて、全面剥離処理フィル
ムをはがし、非接触データキャリア要素を包埋した樹脂層とした。この担体の厚さは２０
μｍであった。
　次に、基材フィルムであるポリエチレンテレフタレートフィルム（縦＝６ｃｍ，横＝９
ｃｍ，厚さ＝５０μｍ）の片側表面上において、その一短辺側の端部から１ｃｍ内側の部
分に、スクリーン印刷で直径１．８ｃｍの円状にシリコーン樹脂を１μｍの厚さで塗布し
、１４０℃の恒温槽に１分間入れ、硬化させて剥離剤層を形成した。この上に、前記実施
例１（１）で調製した感圧性接着剤溶液を、ドクターブレードによって塗布し、１００℃
の恒温槽に１０分間投入し、乾燥させた。このフィルムに塗布された感圧性接着剤の厚さ
は２０μｍであった。
　こうして得られたフィルムの前記接着剤面に、先に準備した非接触データキャリア要素
を包埋した樹脂層を貼合して樹脂層貼合フィルムとした。この際、前記樹脂層に包埋され
たＩＣチップの部分が、基材フィルムに設けた剥離剤層の部分に重なるように位置を合わ
せた。
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【００３１】
一方、片側全表面をシリコーン樹脂により剥離処理したポリエチレンテレフタレートフィ
ルム（縦＝６ｃｍ，横＝９ｃｍ，厚さ＝５０μｍ）上に、前記実施例１（１）で調製した
接着剤溶液をドクターブレードによって塗布し、１００℃の恒温槽に１０分間投入し、乾
燥させた。この全面剥離処理フィルムに塗布された感圧性接着剤の厚さは２０μｍであっ
た。この全面剥離処理フィルムの接着剤面と、前記の樹脂層貼合フィルムの樹脂層面とを
貼合し、非接触データキャリアラベルを製造した。この非接触データキャリアラベルにつ
いて、非接触送受信試験を行ったところ、正常に送受信を行うことを確認した。
【００３２】
（３）不正剥離試験
前記実施例３（２）において作成した非接触データキャリアラベルから全面剥離処理フィ
ルムをはがし、接着剤面をフロートガラスに貼付した。２４時間放置した後、フロートガ
ラスから非接触データキャリアラベルを剥離する不正剥離操作を行った。前記の接着剤層
の内、剥離性部分が直径１．８ｃｍの円状にフロートガラス上にＩＣチップと共に残留し
、それ以外の非剥離性部分は、ポリエチレンテレフタレートフィルムと共にフロートガラ
スから剥離された。その不正剥離操作に伴い、アンテナコイルとＩＣチップ部分とが物理
的に切断された。
この不正剥離操作を行った後の非接触データキャリアラベルについて、非接触送受信試験
を行ったところ、送受信を行うことはできなかった。
【００３３】
【実施例４】
（１）感圧性接着剤の調製
アクリル酸ブチルエステル／メタクリル酸メチルエステル／アクリル酸ヒドロキシエチル
エステルの共重合体（重量平均分子量＝１５万）からなる感圧性接着剤組成物１００ｇに
、酢酸エチル１５０ｇを加え、感圧性接着剤溶液とした。
（２）接着力の測定
前記実施例４（１）で調製した感圧性接着剤の接着力を、前記実施例１（２）と同様の方
法で測定したところ、接着力は１０００ｇ／２５ｍｍであった。
【００３４】
（３）非接触データキャリアラベルの調製
太さ２０μｍの銅からなるアンテナコイルにＩＣチップの端子部を圧着させて製造した非
接触データキャリア回路を、ポリエステル繊維からなる厚さ４０μｍの２枚の不織布によ
って上下から挟み込んだ。片側全表面をシリコーン樹脂により剥離処理したポリエチレン
テレフタレートフィルム（縦＝６ｃｍ，横＝９ｃｍ，厚さ＝５０μｍ）上に、前記の非接
触データキャリア回路を含む不織布積層体を置いた状態で、前記実施例３（１）で調製し
た感圧性接着剤溶液を、ドクターブレードによって塗布し、１００℃の恒温槽に１０分間
投入し、乾燥させた。こうして得られた接着剤含浸－非接触データキャリア回路包埋不織
布積層体の厚さは１２０μｍであった。
次に、直径１．９８ｃｍの円状のミシン目パターンを有する打ち抜き刃を用い、前記の接
着剤含浸－非接触データキャリア回路包埋不織布積層体のＩＣチップ包埋部分の周囲に、
ＩＣチップ及びアンテナを避けるようにしてスリットを設けた。
【００３５】
　一方、基材フィルムであるポリエチレンテレフタレートフィルム（縦＝６ｃｍ，横＝９
ｃｍ，厚さ＝５０μｍ）の片側表面上において、その一短辺側の端部から１ｃｍ内側の部
分に、スクリーン印刷で直径１．８ｃｍの円状にシリコーン樹脂を１μｍの厚さで塗布し
、１４０℃の恒温槽に１分間入れ、硬化させて剥離剤層を形成した。このフィルムの剥離
剤層を設けた面に、先に調製した接着剤含浸－非接触データキャリア回路包埋不織布積層
体を貼合し、非接触データキャリアラベルを製造した。この際、基材フィルムに設けられ
た剥離剤層の部分とスリットとが重なるように位置を合わせた。この非接触データキャリ
アラベルについて、非接触送受信試験を行ったところ、正常に送受信を行うことを確認し
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た。
【００３６】
（４）不正剥離試験
前記実施例４（３）において作成した非接触データキャリアラベルから全面剥離処理フィ
ルムをはがし、接着剤面をフロートガラスに貼付した。２４時間放置した後、フロートガ
ラスから非接触データキャリアラベルを剥離する不正剥離操作を行った。前記の接着剤層
の内、前記のスリットを設けた部分が直径１．９ｃｍの円状にフロートガラス上にＩＣチ
ップと共に残留し、それ以外の部分は、ポリエチレンテレフタレートフィルムと共にフロ
ートガラスから剥離された。その不正剥離操作に伴い、アンテナコイルとＩＣチップ部分
とが物理的に切断された。
この不正剥離操作を行った後の非接触データキャリアラベルについて、非接触送受信試験
を行ったところ、送受信を行うことはできなかった。
【００３７】
【実施例５】
（１）感圧性接着剤の調製
前記実施例１（１）で調製した感圧性接着剤を用いた。
（２）非接触データキャリアラベルの調製
基材フィルムであるポリエチレンテレフタレートフィルム（縦＝６ｃｍ，横＝９ｃｍ，厚
さ＝５０μｍ）の片側表面上において、その一短辺側の端部から２ｃｍ内側の部分に、ス
クリーン印刷で長方形状（縦＝５ｃｍ，横＝１ｃｍ）にシリコーン樹脂を１μｍの厚さで
塗布し、１４０℃の恒温槽に１分間入れ、硬化させて剥離剤層を形成した。この上に、銀
を主成分とする導電性インキを用い、アンテナ回路の一部が前記剥離剤層に重なるように
、アンテナ回路をスクリーン印刷し、１４０℃の恒温槽に３０分間入れ、導電性インキを
乾燥させた。こうして形成されたアンテナ回路とＩＣチップの接合部とを、それらの間に
挿入した異方導電性フィルム（ソニーケミカル社製：製品名「ＡＣＦ，ＣＰ７６４２Ｋ」
）を介してフリップチップ実装によって接続させ、非接触データキャリア回路を形成した
。この回路の上に前記実施例１（１）で調製した感圧性接着剤溶液をドクターブレードに
よって塗布し、１００℃の恒温槽に１０分間投入し、乾燥させ、非接触データキャリアラ
ベルとした。
この非接触データキャリアラベルについて、非接触送受信試験を行ったところ、正常に送
受信を行うことを確認した。
【００３８】
（３）不正剥離試験
前記実施例５（２）において作成した非接触データキャリアラベルの接着剤面をフロート
ガラスに貼付した。２４時間放置した後、フロートガラスから非接触データキャリアを剥
離する不正剥離操作を行った。前記の接着剤層の内、剥離性部分が、長方形状（縦＝５ｃ
ｍ，横＝１ｃｍ）にフロートガラス上にアンテナ回路の一部と共に残留し、それ以外の部
分は、ポリエチレンテレフタレートフィルムと共にフロートガラスから剥離された。その
不正剥離操作に伴い、アンテナ回路の一部とそれ以外の回路部分とが物理的に切断された
。
この不正剥離操作を行った後の非接触データキャリアラベルについて、非接触送受信試験
を行ったところ、送受信を行うことはできなかった。
【００３９】
【比較例１】
（１）感圧性接着剤の調製
前記実施例１（１）で調製した感圧性接着剤を用いた。
（２）非接触データキャリアラベルの調製
基材フィルムであるポリエチレンテレフタレートフィルム（縦＝６ｃｍ，横＝９ｃｍ，厚
さ＝５０μｍ）の片側表面上に、前記実施例１（１）で調製した感圧性接着剤溶液を、ド
クターブレードによって塗布し、１００℃の恒温槽に１０分間投入し、乾燥させた。この
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フィルムに塗布された感圧性接着剤の厚さは２０μｍであった。続いて、太さ２０μｍの
銅からなるアンテナコイルに、ＩＣチップの端子部を圧着させて非接触データキャリア回
路を作成し、前記の感圧性接着剤面に貼合した。
一方、片側全表面をシリコーン樹脂により剥離処理したポリエチレンテレフタレートフィ
ルム（縦＝６ｃｍ，横＝９ｃｍ，厚さ＝５０μｍ）上に、前記実施例１（１）で調製した
接着剤溶液を、ドクターブレードによって塗布し、１００℃の恒温槽に１０分間投入し、
乾燥させた。このフィルムに塗布された感圧性接着剤の厚さは２０μｍであった。この全
面剥離処理フィルムの接着剤面と、先に調製した非接触データキャリア回路載置フィルム
上の非接触データキャリア回路面とを貼合し、非接触データキャリアラベルとした。この
非接触データキャリアラベルについて、非接触送受信試験を行ったところ、正常に送受信
を行うことを確認した。
【００４０】
（３）不正剥離試験
前記比較例１（２）において作成した非接触データキャリアラベルから全面剥離処理フィ
ルムをはがし、接着剤面をフロートガラスに貼付した。２４時間放置した後、フロートガ
ラスから非接触データキャリアラベルを剥離する不正剥離操作を行ったところ、特にアン
テナ回路やＩＣ回路を破壊することなく、容易に剥離することが可能であった。この不正
剥離操作を行った後の非接触データキャリアラベルについて、非接触送受信試験を行った
ところ、正常に送受信を行うことができた。
【００４１】
【発明の効果】
本発明による剥離破壊型の非接触データキャリアラベルは、接着性包埋層に剥離性部分と
非剥離性部分とを含み、その両部分にまたがって非接触データキャリア要素を包埋して含
んでいるので、不正剥離行為によって、非接触データキャリア要素が同時に破壊される。
従って、不正剥離行為それ自体が無駄となり、不正剥離行為を有効に防止することができ
る。
また、本発明による剥離破壊型の非接触データキャリアラベルにおいて、接着性包埋層の
剥離性部分の周辺部にスリットを設けると、前記の不正剥離行為による非接触データキャ
リア要素の切断破壊を一層容易に発生させることができ、しかも切断破壊の発生する場所
を一層確実に制御することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による非接触データキャリアラベルを物流品の表面に貼付した状態を模式
的に示す断面図である。
【図２】図１の非接触データキャリアラベルの一部を切り欠いて示す平面図である。
【図３】図１の非接触データキャリアラベルを物流品表面から不正剥離する際に起きる切
断破壊状態を模式的に示す断面図である。
【図４】本発明による別の態様の非接触データキャリアラベルを物流品の表面に貼付した
状態を模式的に示す断面図である。
【図５】図４の非接触データキャリアラベルの一部を切り欠いて示す平面図である。
【符号の説明】
１・・・非接触データキャリアラベル；２・・・基材フィルム；
３・・・剥離剤層；４・・・接着性包埋層；
５・・・非接触データキャリア要素；６・・・スリット；１０・・・物流品；２１・・・
剥離性部分；２２・・・非剥離性部分；５１・・・半導体素子；
５２・・・アンテナ回路；５３・・・リード線。
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